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三

本書面は， 202 1年 5月 6日付け債権者ら準備書面 7(以下「債権者ら準備

書面 7Jという。)を踏まえて，債務者の主張を補充するものである。

1 債務者は，プレート間地震について，最大クラスの巨大な地震として検討

された内閣府検討会1(2012)2の南海トラフの巨大地震の 4ケースの断層

モデルのうち，敷地^'の影響が最も大きいと考えられる陸側ケース (M9. 

0) を基本震源モデルとして想定し，さらに地震動評価が保守的になるよう

敷地直下に強震動生成域を追加配置する不確かさを考慮した震源モデルを想

定し，地震動評価を行っている(答弁書「債務者の主張」第 3章第 7の 2(3)イ

(エ) c (193"'-'194頁))。そして，同検討会における検討も踏まえつ

つ科学的に妥当な手法で本件発電所の敷地における地震動を評価し，その妥

当性は，原子力規制委員会の審査においても確認されている(乙 37(16"，-，

1 8頁))。また，先行第 1事件においても，その合理性は否定されていない

(乙 153 (266"'-'275頁)，乙 154 (288"'-'301頁)，乙 116

(66"'-'69頁) ) 

2 これに対して，債権者らは，債権者ら準備書面 7において，南海トラフの巨

大地震を想定した本件発電所の敷地における地震動評価について，最大加速

度 18 1ガルという債務者の評価結果は，他の地域において発生した規模の

大きな地震において震央距離がより大きな地点で観測された最大加速度と比

較して明らかに小さいとして，これを理由に地震動評価が過小であると主張

する。

内閣府の「南海トラフの巨大地震モデル検討会」。同検討会は，中央防災会議「東北地方

太平洋沖地震を教訓とした地震・津波対策に関する専門調査会」中間報告を踏まえ，南海ト

ラフの巨大地震である東海・東南海・南海地震について，過去に南海トラフのプレート境界

で発生した地震に係る科学的知見に基づく各種調査について防災の観点から幅広く整理・分

析し，想定すべき最大クラスの対象地震の設定方針を検討することを目的として設置され

た。

2 r南海トラフの巨大地震モデル検討会(第二次報告) J内閣府検討会. 2012 



しかしながら，債権者らの主張は，結局のところ，本件発電所の敷地におい

て想定する地震動の最大加速度と他の地域において発生した過去の地震観測

記録の最大加速度とを地域特性を無視して比較する従前の主張を繰り返すの

みであって，これが不適切なものであることは，これまでも繰り返し主張し

たとおりであり，債権者らの主張に理由はない。このため，債務者として改め

て反論をする必要性はないと考えられるものの，以下では，地域特性を無視

し，最大加速度の大小だけを比較して地震動評価の妥当性を議論する債権者

らの主張に理由はないことについて，念のため主張を補充する。なお，そもそ

も，最大加速度は地震動の特性を表す指標の一つに過ぎず，最大加速度だけ

が大きくても構造物の被害に直接結びつくとは限らないが，このことは，債

務者準備書面(1 )第 2の 2(1)イ(3 3頁以下)等で述べたとおりであるので

(乙 119(20"-'21頁)，乙 13 5 (9頁)，乙 156-2"-'乙 156-

5等) ，本書面では繰り返さない。

(1) 震源特性，伝播特性及び地盤の増幅特性といった地域特性が地震動に影

響を与えることについては，これまでも繰り返し述べたとおりであるし，

多くの疎明資料においても指摘されているところである。

このうち，地盤の増幅特性について，地震調査研究推進本部地震調査委

員会等の地震動評価では表層地盤増幅率が考慮されている。表層地盤増幅

率が地震動に与える影響について，国立研究開発法人防災科学技術研究所

(以下「防災科研」という。)は，表層地盤増幅率が 1. 2の地点Aと2.

4の地点 Bがあり，他の条件がすべて同じ場合，地点 Bの最大振幅値は地

点Aの最大振幅値の 2倍になる旨解説している(乙 12 1 )。この表層地盤

の増幅率について，地震調査研究推進本部地震調査委員会による地震動評

価では， 1"山地J， 1"扇状地」等の地形区分(微地形分類)等に基づく平均

2 



的な地盤の S波速度から経験的に評価された増幅率が考慮されているとこ

ろ(乙 194)，0.5から 3. 8まで，増幅率の差が 7倍を超える非常に

大きな幅が設定されている(乙 122 (299頁) )九つまり，地形区分

等から経験的に評価される表層地盤の増幅特性の違いだけをとっても，こ

のような大きな違いが生じ得るということである。

(2) 債権者らは，過去の地震において大きな最大加速度が記録された観測事

例と本件発電所において評価された地震動の最大加速度とを比較している

が，債権者らが指摘する大きな最大加速度を観測した地点の周辺において

も，債権者らの指摘する最大加速度よりも明らかに小さな最大加速度の地

震動が観測されている(むしろ，債権者らが主張する観測記録の最大加速

度は，周辺の観測記録の最大加速度と比較して突出して大きく，当該観測

地点の地域特性の影響を受けていることが窺われる。) (図 1，図 2)。

3 小さな地盤増幅率，大きな地盤増幅率が設定されている実例として，微地形分類「火山地」

の地点で地盤糟幅率 O. 5，微地形分類「干拓地」の地点で地盤増幅率 3. 8 4といった例

がある(乙 19 5，乙 19 6) 

3 
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e 2 0 1 8年北海道胆振東部地震における K-NET及びKiK-n

t観測記録の最大加速度

図 2

2 0 1 8年北海道胆振東部地震において観測され債権者らは，例えば，

t追分:e o 0ガルを超える観測記録 (Ki K一 口
，-

O た最大加速度が約 1， 

796ガ3成分合成で 1， K-NET追分:5ガル，。。3成分合成で 1， 

当該観測地点と震央距離がそれほど変わらない地を指摘するところ，ル)

盤条件の良い地点においては 10分の l程度の最大加速度しか観測して い

5にお3成分合成で 128ガル)は乙 17 t夕張，ないこと (KiK-ne



いて既に示したところである(債務者準備書面 (2) (68頁)) (図 3)。
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図32018年北海道胆振東部地震における観測記録と観測地点の地盤情

報の比較

また， 2 0 1 1年東北地方太平洋沖地震における K-NET及びKiK

-n e tの観測記録について，震源に近くても最大加速度が比較的小さな

地点もあれば，逆にそれらの地点よ りも震源から遠くても大きな最大加速

度を記録している地点もあり，地域特性によって地震動の大きさが異なる

ことは，乙 156-1 (20頁)にお いて示したところである。そして， 震



源域に比較的近い福島県沿岸には， K-NET及びKiK-netの観測

地点とは別に，地表付近にまで S波速度が 2， 0 0 0 m/秒以上の極めて

堅硬な岩盤が広がっている観測地点(井出川観測点 :S波速度 2，OOOm

/秒，箸平観測点 :S波速度 2，7 0 0 m/秒，小玉川観測点 :S波速度 2，

200m/秒(乙 19 7 )。以下，これらの観測点を総称して「硬質岩盤サ

イト」という。)があり，硬質岩盤サイトでも 2011年東北地方太平洋沖

地震による地震観測記録が得られているところ，それらの観測記録の最大

加速度はいずれも 15 0ガル前後である(乙 19 8 (3枚目 ))oK-NE

T及びKiK-netの観測記録にこれら硬質岩盤サイトの観測記録も追

加すると，比較的近接する観測地点同士であっても，観測された地震動の

大きさには明らかな違いがあることがさらに鮮明に見て取れる 4 (図 4。硬

質岩盤サイト近傍の K-NET観測地点の中には， 1， 0 0 0ガルを超え

る最大加速度を観測した観測点もある。)。このように比較的近接する観測

地点同士であっても地域特性の違いによって観測された地震動の大きさに

極めて大きな差が生じているにもかかわらず，それを無視して単純に過去

の地震で取得された最大加速度の値を本件発電所の基準地震動の最大加速

度の値と比較することに全く意味がないことは明らかである。

4 乙 156-1 (20頁)では，防災科研のウエブサイトにおいて， K-NET及びKiK

-n e tの東西方向，南北方向及び鉛直方向の 3成分合成の最大加速度値が公開されている

ため， 3成分合成の値によって比較を行ったが，乙 198には 3成分合成の値の記載がない

ため， K-NET及びKiK-netの観測記録も含め，全て 3成分のうちの最大値で比較

を行っている。
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図中の数字は3成分のうちの最大加速度を記載 (単位は ガル)
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(防災科研公表の観測記録及び乙 198を基に債務者作成)

図 4 2 0 1 1年東北地方太平洋沖地震にお ける硬質岩盤サイトの観測記録

とその周辺の K-NET及びKiK-netの観測記録

(3) 念のため付言 しておくと，上記(1)及び(2)では， 地域特性による違いにつ

いて， 主に表層付近の地盤の硬さに着目して述べたが，特に突出して大き



な地震観測記録が得られている地点では表層付近の地盤の硬さ以外の要因

も重なって作用していることも多い。例えば，地質的な特徴として地層間

の速度構造のコントラストが大きな地層が複雑に摺曲している地域5に立

地する相崎刈羽原子力発電所(債務者準備書面 (3) (31 "'32頁))で

は， 2 0 0 7年新潟県中越沖地震の際， 1号機の解放基盤において顕著に

大きな地震動を観測したところ，地下に存在する，速度構造のコントラス

トが大きな地層が作る摺曲構造等の影響によって地震動の増幅が生じたこ

とが確認されている(答弁書 (294"'296頁) )九

また，大きな加速度が観測される要因は，地震動そのもの以外にある場

合もある。例えば， 2 0 0 8年岩手・宮城内陸地震においてKiK-net

一関西 (IWTH25)では 3成分合成で 4，0 2 2ガルという大加速度が

観測されているが，この観測記録については，大きな地震動入力によって

観測小屋が示した挙動(ロッキング振動7による浮き上がり)等の影響が指

摘されている(乙 19 9 )。また，観測小屋の振動による同様の影響は， 2 

000年鳥取県西部地震における KiK-net日野 (TTRH02)の

観測記録でも指摘されている(乙 20 0) 九このような地震動に対する構

5 債務者準備書面(3 )第 2の 12 (3)ア (31頁以下)で述べたとおり，本件発電所の敷地

が立地する地域は，低温高圧型の広域変成作用(プレート沈み込み等に伴う温度・圧力条件

のもとで岩石が再結晶する作用)を受けて形成された堅硬な変成岩が広がりを持って分布す

る(変成作用前の岩石は火成岩，堆積岩等様々であるが，それらの岩石が変成作用を受けた

結果，堅硬な結晶片岩となっている。)比較的単純な構造をしており，泥岩や火山砕屑岩と

いった堆積岩等から成る様々な時代の地層が累重する柏崎刈羽原子力発電所が立地する地

域とは地質的な特徴が異なる。また，答弁書「債務者の主張」第 3章第 7の 2(3)イ(ウ) (1 

7 3頁以下)で述べたとおり，地球物理学的調査や地震観測等によって，本件発電所の敷地
地盤には顕著な増幅特性がないことを確認している。

6 逆に，液状化のような地盤の非線形挙動は，地震動を減衰させる要因となる(乙 11 9 (6 
2~63 頁) )。例えば， 2 0 0 7年新潟県中越沖地震では，債務者準備書面 (1) (60 

~ 6 1頁)で述べたように，柏崎市内中心部，刈羽村あるいは柏崎刈羽原子力発電所の敷地

においても，地盤の非線形化の影響が確認されている。

7 地震動によって構造物に生じる回転挙動(乙 115 (11頁) )による振動。

8 2 0 1 1年東北地方太平洋沖地震において，大振幅記録(3成分合成で最大加速度 2，9 

9 



造物の応答(耐震設計においては，入力地震動としてではなく，入力地震動

に対する構造物の応答解析において考慮される振動りを含む観測記録は，

純粋な地震動の大きさを表しているとは言えない。

(4) 以上述べたように，比較的近接した地点同士であっても，地域特性が大

きく異なることがあり，その場合は同じ地震であっても観測される地震動

の大きさが著しく異なることがある。したがって，地域特性を無視し，最大

加速度の大小だけを比較して地震動評価の妥当性を議論する債権者らの主

張に理由はない。

3 ちなみに，債権者らの「南海トラフ地震は十勝沖地震のM8を上回る M9

も想定されているのであり， M 9はM8の約 32倍のエネルギーを有する」

といった主張(債権者ら準備書面 7(1 0頁))からすると，債権者らは，マ

グニチュードの大きさに比例して観測される地震動(最大加速度)も大きく

なると考えているように思われるが，債務者準備書面(3 )第 2の 5(1) ( 1 3 

頁)で述べたとおり，断層面積が大きくなりマグニチュードが大きくなって

も，断層面のうち観測地点から遠い部分から発生する地震波の影響は近い部

分から発生する地震波の影響よりも小さいので，特定の地点で観測される地

震動は，地震のマグニチュードの大きさに単純に比例して大きくなるとは限

らない。特に，長周期の波は大きな地震ほど振幅が大きくなるのに対し，短周

3 3ガル)が観測された K-NET築館 (MYG004)においても，地盤の増幅率につい

て「堆積層の厚い MYG004では，長周期も含む広い周期範囲で 10倍程度と大きい。」

といった地盤の増幅特性の影響に加えて，地震動ではない振動(地震計基礎の浮き上がり振

動)による影響が指摘されている(乙 178(22頁， 3 0 ~ 3 1頁) .乙 201(52~
5 3頁. 62~63 頁) ) 

9 I耐震設計に係る設工認審査ガイドJにおいても，地震応答解析の際にロッキング振動の

ように建物・構築物と地盤の相互作用によって建物・構築物に生じる影響を適切に考慮する

ことが求められており(耐震設計工認ガイド 3. 4. 1 (乙 202 (14~15 頁) ) ) . 

本件 3号機においてもこれを考慮した地震応答解析を行っている(乙 115 (11~13 
頁) ) 
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期の波は地震の規模がある程度大きくなると振幅はほぼ一定となるという特

徴があり(乙 203(136頁)) ，債権者らが述べるような規模の大きな地

震においては，マグニチュードの大きさに比例して観測される地震動(最大

加速度 10) が大きくなるとの認識は誤りである。

また，債権者らは，過去の観測記録と比較する際に，地震が発生した場所か

ら観測地点までの距離と地震動の大きさとの関係性について，距離として震

央距離を用いて比較しているが，債務者準備書面(3 )第 2の 5(2) ( 1 3頁以

下)で述べたとおり，震央距離は地震による岩盤のずれが最初に始まった点

(震源)の直上の地表の点からの距離を示すものでしかなく，震源域のうち

強い地震動を生じさせる部分からの距離が近いほど大きな地震動を生じさせ

やすいのであって，震央距離のみで地震動の大きさが決まるものではない。

4 ところで，債権者らは，債権者ら準備書面 7の主張に至った経緯として，令

和 3年 3月 15日付け債務者回答書を確認するまで， r 6 5 0ガルを造かに

下回る 181ガルという地震動を想定していたとは思いもしなかった」ため

であると主張する(債権者ら準備書面 7 (3頁) )。

しかしながら，債権者らは，債務者の南海トラフを想定した地震動の最大

加速度が 181ガルであることを，令和 3年 3月 15日以前から明らかに認

識していた。すなわち，債権者らのうち先行第 1事件債権者 4名は，平成 28 

年 4月 21日付け先行第 1事件債権者ら準備書面(5 )において， r南海トラ

フ地震に限ってみると，下記加速度が最大と思われるケースの波形を見る限

り，債務者は強い揺れの継続時間を僅か 1分程度と見ているようである。」と

主張した上で， r最大加速度 18 1 Jと記載された地震動の波形の図を「陸側

10 最大加速度は，周期 O. 0 2秒のごく短周期の最大応答加速度に対応する。

11 



+直下 SMGA11追加ケース」と明記して引用している(乙 204 (91"'9 

2頁)，図 5)。また，債権者らは，本件の本案訴訟における平成 29年 4月

1 0日付け原告ら準備書面 6(2 0頁)においても，上記先行第 1事件債権者

ら準備書面 (5) (91"'92頁)の主張と全く同じ主張をしている(乙 20 

5 (2 0頁))。したがって，債権者らが令和 3年 3月 15日付け債務者回答

書を確認した時まで， 16 5 0ガルを造かに下回る 181ガルという地震動

を想定していたとは思いもしなかった」との主張が事実と異なることは明ら

かである。

- .実館通.181

働 島田 3IQ 認調 句f

【申D153・平成26年5月23目付け資料1-3-7頁

(陸側+直下S船A追加ケース EW方向)J 

(乙 204 (92頁)から引用)

図 5 平成 28年 4月 21日付け先行第 1事件債権者ら準備書面(5 )記載

の図

以上

11 rStrong Motion Generation AreaJの略。強震動生成域のこと。
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